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社会保険労務士

砂山 真

企業の人事総務部門で長年にわたり採用・教育・研修業
務に従事。元キャリアコンサルタント資格を持ち、社員の
キャリア形成にも携わる。若年者の就職支援アドバイ
ザーとして活躍した経歴もある。現在は社会保険労務士
法人キラリスで、人事労務コンサルタントとして顧問先の
支援にあたり、企業向けの研修も担当している。

少子高齢化の進展による労働力不足は年々深刻化しており、熟練者の技術の継承など
人材に関して企業が抱える問題は山積している。その中で、能力・経験・スキルを備えた
即戦力として活躍が期待される定年再雇用者の処遇の見直し方について解説する。

セミナー内容

講師

講師

社会保険労務士法人キラリス セミナーのご案内

“雇用の確保から戦力化へ”
新型コロナ禍の高年齢者雇用の在り方
～同一労働同一賃金に対応した高年齢者処遇の見直し方～

お申込みは裏面より

開催日時（どちらか選べます）

２０２０年１２月 ３日（木）

１４：００～１６：３０（開場１３：３０～）

２０２０年１１月２６日（木）

１４：００～１６：３０（開場１３：３０～）

経団連「中高齢従業員の活躍推進に関するアンケート調査」によれば、半数以上の企業が高齢社員の活躍に当たっての問題点と

して、「再雇用後の処遇の低下・役割の変化等により、モチベーションが低下」していることを挙げている。その中で、2021年4月から

高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となり、企業にとって高年齢者への処遇見直しは、

待ったなしの状況です。そこで、本セミナーでは法令や判例を踏まえたうえで、高年齢者のやる気も引き出す処遇の見直し方法を

わかりやすく説明します。

◆少人数制セミナーならではのメリット◆

通常のセミナーは、講師との距離が遠いため質問

がしづらい環境にあります。しかし、本セミナーで

は、参加者を5名限定としているため、大人数で開

催されるセミナーよりも講師との距離が近く質問が

しやすい環境となっております。

具体的質問がある方にお薦めのセミナーになって

います。

大人
数制

少人
数制

１．高年齢雇用安定法等の改正のポイント

・70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務に！

・高年齢雇用継続給付は支給率引き下げに！

・2025年度から年金支給開始年齢が65歳に！

２．６５歳定年延長制をめぐる企業の動向

・定年制の状況について

・定年延長制にあたっての課題

３．定年再雇用者に見る「同一労働同一賃金」のポイント

・「同一労働同一賃金」の法改正とは？

・判例から見る定年再雇用者の法的対応

４．高年齢者のやる気を引き出す処遇の見直し方

・高年齢者の処遇に関する実態は？

・60歳前半の処遇の考え方～基本給・諸手当～

多様な働き方・3つのパターン

・評価制度によるモチベーションアップ！

・高年齢者を戦力化する3つのアプローチ



参加申込書 （FAX :078-367-5234）

このまま FAXでお申し込み下さい。 社会保険労務士法人キラリス 行

※ お申し込みはホームページからも可能です。 ⇒ http：//kiraris.or.jp をご覧ください。

会社名 住所 社員数

〒（ ）-（ ）
人

TEL FAX 業種

（ ）－（ ）－（ ） （ ）－（ ）－（ ）

セミナ―受講者名 所属・役職 E-MAIL

参加希望を
チェック セミナー詳細

□

２０２０年１１月２６日（木） １４：００～１６：３０（開場１３：３０～）

神戸国際会館 ８階 ８０４号室
（神戸市中央区御幸通8-1-6）
定員 ２４名 ※ 士業、コンサルタントの方は参加をご遠慮下さい。
１名様 社会保険労務士法人キラリス顧問先様・・・ 無料

顧問先様以外・・・ １２，０００ 円（税込）

□

２０２０年１２月３日（木） １４：００～１６：３０（開場１３：３０～）

社会保険労務士法人キラリス セミナールーム
（神戸市中央区北長狭通5-1-21 福建会館ビル3F）
定員 ５名限定 ※ 士業、コンサルタントの方は参加をご遠慮下さい。
１名様 社会保険労務士法人キラリス顧問先様・・・ 無料

顧問先様以外・・・ １２，０００ 円（税込）

●受講料が発生するお客様は、お振り込みをもちまして受付完了となりますので、下記口座へお振込みをお願い致します。

●お振込み手数料につきましては、お客様のご負担にてお願いします。

●開催日１週間前を目途に「受講票」を郵送致します。

●ご入金後、受講をキャンセルされる場合でも、受講料の返金は

いたしかねますので、ご了承ください。

神戸信用金庫 本店営業部(001)
普通０７１８４７６
口座名義 社会保険労務士法人キラリス

お問い合わせ先
社会保険労務士法人 キラリス
神戸市神戸市中央区北長狭通５－１－２１ 福建会館ビル３F
TEL：０７８－３６７－５２３３ FAX：０７８－３６７－５２３４


